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少年とともに
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（2）相談技法
ア �法律事務所リエゾン所属の中村芳彦会員に
「弁護士実務における相談技法」に関して、
講義をしていただいた。中村会員は、相談技
法に関する書籍を複数出版し、法科大学院で
も相談技法について指導をした経験を有す
る。

イ �弁護士実務において、かつては、依頼者から
情報を収集し、情報提供及び助言をすること
を重視する権威者モデルが一般的であった。
しかし、相談者と適切な関係を築き、相談者
が納得のいく解決をしていくには、弁護士が、
相談者に自らを受け入れられていると実感さ
せていく（信頼関係を築いていく）相談者中
心モデルや、相談者が事件の重要な情報を有
しており相談者自身のことについては相談者
こそが専門家であり、法の専門家である弁護
士がそのような相談者と協働して対応する協
働判断形成モデルを実践していくことが重要
である。� �
法律相談の具体的なプロセスは、①信頼関

係の形成、②情報の収集、③問題構成、④可
能な選択肢の開発、⑤意思決定の段階を踏ん
でいく（なお、相談の状況を踏まえながら進
行するものであり、①から⑤に一直線に進む
わけではない。）。相談者が話したいことと弁
護士が聞きたいこと（要件事実の内容など）
については、ずれがあり、上記プロセスでこ
のずれを考えてみると、例えば、信頼関係が
できていないのに、要件事実に必要な質問ば
かりして相談者から反発を受けることは少な
くないが、これは①のプロセスを経ずに②の
プロセスに入ってしまうことが問題であると
言える。� �
信頼関係の形成にあたっては、相談者の話

を傾聴し、相談者の考えを要約するなどして

法福祉を専門とし、神奈川被害者支援セン
ターの理事長を務めている。

イ �トラウマインフォームドケアとは、「トラウ
マの特徴を理解しながら関わるアプロー�
チ……あらゆる人がトラウマについて基本的
な知識を持ち、相手や自分に見られるトラウ
マの影響を認識すること。トラウマによって
生じている反応を“問題行動”や“困った人”
といった否定的な見方で捉えるのではなく、
こころのケガの影響として理解すること。」
等とされている（野坂祐子（2019）『トラウ
マインフォームドケア』日本評論社p.4）。� �
少年が同級生に暴力を振るえば、周囲から

問題少年と受け止められることが多い。そし
て、少年に対し、暴力を振るった理由を尋ね
ても、少年が答えることができない場合、反
省をしていないとみなされることが少なくな
い。しかし、トラウマの基本的な知識を持っ
て接すれば、行動の背景に、例えば、親から
過去に怒鳴られ暴力を振るわれたトラウマが
あることから、同級生の大声にパニックにな
り、暴力を振るってしまったという側面が見
えてくる。また、このような少年に対し、暴
力を振るった理由を尋ねても、少年自身がそ
れを自覚することは難しく、うまく答えられ
ないことは不合理ではない。そのため、問題
行動と決めつけず、その背景に関心を向け、
暴力が起きたときに少年の頭（心）の中等で
どのようなことが起きたのか事実を確認して
いくことで、少年への理解が深まっていく。��
少なくない加害者が過去に虐待されたり、

いじめられたりした被害体験を有しているこ
とから、加害者であるにもかかわらず、被害
者意識が強いという逆説が生じている。その
ため、加害者に向き合うには、まずは生い立
ちを語ってもらい、それを傾聴することが重
要である（できれば無批判に傾聴することが
望ましい。）。加害者は被虐待体験等の被害者
体験を傾聴され、理解されていくことによっ
てはじめて自己の加害行為に向き合えるよう
になる。

ウ �参考文献として、司法関係者が比較的入手し
やすいものは以下のとおりである。






